
 

１.『住んでよし しずおか木の家推進事業』（静岡県優良木材【新築】助成金） 

 募集期間：平成 25 年 4 月 1 日（月）～平成 26 年 2 月 22 日（土） 

      （予算の範囲内において先着順） 

 募集棟数：１，１００棟程度  

(1) 自らが居住するために、静岡県内において木造住宅を取得（新築・増改築）すること。 

 (2) 使用する木材のうち、５０％以上がしずおかしずおかしずおかしずおか優良木優良木優良木優良木材材材材等等等等であること。 

2.静岡県 住宅リフォーム支援事業補助金 

 ①①①①高齢者型高齢者型高齢者型高齢者型…………25 年 4 月 1 日現在 65 歳以上の高齢者がいる世帯が実施する耐震補

強工事と併せて行なうリフォーム工事に対して助成。 工事費 100 万円以上 補

助率 工事費の 10 分の１ 限度額：15 万円 

    ②②②②子育子育子育子育てててて型型型型…………申込み時点で小学校入学前の子供がいる世帯が実施する耐震補強工事

と併せて行なうリフォーム工事に対して助成。工事費 100 万円以上 補助率 工

事費の 10 分の 1 限度額：15 万円 

    ③③③③県産材型県産材型県産材型県産材型…………県産材を使用してプロジェクト TOUKAI-0 総合支援事業費補助金交

付要綱に基づき行なう補強工事と併せてリフォームを実施する場合助成。 

        県産材販売管理票のある静岡県産材を面積 10 ㎡以上使用。 

  県産材使用量 10 ㎡～20 ㎡（限度額 5 万円） 20 ㎡以上（限度額 10 万円） 

  募集期間：平成 25 年 4 月 8 日（月）～平成 26 年 2 月 28 日（金）17 時まで 

 （申込受付は先着順。予算がなくなり次第、申込受付は終了） 

3.木材利用ポイント事業 （林野庁） 

  平成 25 年度中の工事着手（工事請負契約を締結）・一定の事業者（認定された事

業者）が供給する地域材を基準以上使用すること等の条件を満たすものが対象。 

  ①木造住宅の新築・増築または購入 ②住宅の床、内壁及び外壁の木質化工事 

  ③木材製品、木質ペレットストーブ等の購入 

 申請方法：ポイントの付与対象となる工事の発注者、住宅購入者が、郵送又は各地  

 に設けられる申請窓口にて行なう。（各種証明書が必要） 

ポイントの交換…地域の農林水産品・農山漁村地域における体験型旅行・商品券・森

林づくり、木づかい活動に対する寄附・被災地に対する寄附に交換を行う。 

１ポイント 1 円相当。交換できる具体的な商品についてはまだ決まっていません。 

上記助成金上記助成金上記助成金上記助成金・・・・補助金補助金補助金補助金にににに関関関関するするするする詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容はははは弊社弊社弊社弊社までおまでおまでおまでお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    

 

しずおか優良木材等使用量 ２～10㎥未満 10～15㎥未満 15～20㎥未満 20㎥以上 

助 成 額 ６万円 13 万円 21 万円 30 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 幼児期の子供の生活環境材料に関するイメージ調査では、親は子供に家具、机、お

もちゃとして、木質系のものを与えたいと考えていることがわかりました。また、保

育園のホール、学校教室の床材料なども、大多数の親が木質系のものを希望していま

す。図のように「使いたい材料」としては、木材、布、紙があげられ、そのなかで木

は最高点を得ています。 

 木材に対するイメージは「なごやか」「安心感・親近感ある」「快適な」などがあげ

られています。 

 このような心理的行動は、木質環境の質感、たとえば臭い、手触り、視覚的な特色

が要因となっています。人が環境に対して行動を決定する時の総合的な評価は、こう

した感覚特性が誘因となり、内に抱いている嗜好性が動因となって決定されます。 

 創造性が重視される子供の環境として、ゆっくりくつろぐことができ、空間が多様

性に富んでいることが望まれます。粗密があって、ほどほどに質感のある木質材料は、 

そのような環境をつくるためになくてはならないものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


